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第２章 消防同意審査要領 

第１節 総 論 

 

第１ 審査上の留意事項 

 

１ 一般的な留意事項 

（１） 消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築物の新築等の計画 

段階から、消防関係法令について審査するものであること。 

この場合、形式的に規定に適合させることだけでなく、規制目的に沿った合理的 

な指導を行うこと。 

（２） 消防同意は、建築物の出火防止、火災が発生した場合の避難及び延焼拡大防止、 

消火活動等の総合的な防火対策について審査すること。 

（３） 建築計画は、建築物の機能、経済、意匠、安全等の要素を考慮して行われるもの 

であるが、消防同意時における指導は、建築物の防火上の安全を基本として他の要 

素との調和がとれるよう行うこと。 

（４） 建築物の大規模化、多様化等に伴い建築工法、建築材料等の技術開発が著しいこ 

とから、これらの実態に即した指導をすること。 

（５） 消防同意を行うにあたっては、建築物の用途、規模、構造等による災害危険の要 

因を考慮して総合的に指導すること。 

（６） 建築物の防災施設、設備等は、個々の目的だけでなく、有機的に相互に関連して 

活用できるよう指導すること。 

（７） 法令等で定める技術基準に係る事項以外であっても、防災上重要な事項について 

は、積極的に関係者にその主旨を説明し理解を得て、消防目的に沿った具体的な指 

導を行うこと。 

（８） 消防同意に際し、当該同意の対象となる建築物について、危政令で規制する許可 

や条例で規制する各種届出等の対象となることが明確な場合には、危険物規制の担 

当者等との連絡・連携等に配慮すること。 

（９） 消防同意事務を行う際は、「堺市消防同意・消防用設備等事務処理要領」１０．（１） 

及び２４に基づく工事指導書及び事前相談記録書等を、行政手続法を踏まえ、第三 

者にも分かるように作成すること。 

（10） 消防同意は、法第 7条第 2項及び建基法第 93条第 2項に定める期間内に処理す 

ること。 

なお、期間の算定にあたっては、同意を求められた当日は算定されず、消防同意 

の期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日を終了 

日とすること。 

   また、建築主事及び指定確認検査機関（以下「建築主事等」という。）に対する 

同意又は不同意の通知は、期間内に発信すること（発信主義）をもって足りるもの 
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であること。 

（11） 建築主事等が補正を可能とする範囲に留意の上、補正できない違反事項等がある 

場合の処理は次によること。 

ア 建築確認申請図書が不足している場合は、当該図書を受理しないこと。 

イ 消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に不整合な箇所が見つかった場合は、

建築主事等にその旨を通知し、同意又は不同意の処理を行わずに当該図書を返却

すること。 

ウ 消防同意の審査期間中に建築確認申請図書に不明確な点が見つかった場合は、 

建築主事等にその旨を通知し、追加説明書の提出を求めること。 

なお、通知をした日から追加説明書が提出されるまでの期間は、消防同意期間 

から除くことができること。 

（12） 審査の結果、消防関係法令に違反している場合は、不同意とすること。 

（13） 建築確認申請図書の補正ができないことから、建築確認申請者からの事前相談等 

の機会を積極的に活用する等不備のない建築確認申請書をもって円滑に消防同意事 

務が実施されるよう留意すること。 

 

２ その他 

（１） 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18年法律第 91 

号）においては、同法第 17条第 6項の規定に基づき建築主事が適合通知を行い、 

所管行政庁が認定を行った場合には、建基法第 6条第 1項（同法第 87条第 1項に 

おいて準用する場合も含む。）の規定による確認済証の交付がなされたものとみなさ 

れる。建基法第 93条の規定は、建築主事が適合通知する場合に準用される。 

（２） 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成 7年法律第 123号）においては、 

同法第 8条に基づき、建築主事の同意を得て、所管行政庁が建築物の耐震改修の計 

画の認定をしたときは、建基法第 6条第 1項の規定による確認又は建基法第 18条 

第 3項の規定による通知があったものとみなされる。建基法第 93条の規定は、所 

管行政庁が、建築物の耐震改修の計画の認定をしようとする場合に準用される。 

（３） 旧建基法第 38条を適用した建築物は、平成 14年 6月 1日以降、一部の建築物に 

あっては、不適格建築物となることから、増築、改築、大規模な模様替え、用途変 

更の審査については、留意すること。 


